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(57)【要約】
【課題】製造コストを削減することができる異方性導電
フィルムの製造方法を提供する。また、導通不良の発生
を抑制することができる異方性導電フィルムを提供する
。
【解決手段】異方性導電フィルムの製造方法は、複数の
開口部を有する部材１０上に、複数の粒子径の導電粒子
２０ａ～２０ｃを供給し、開口部に導電粒子を保持させ
る保持工程と、開口部に保持された導電粒子を接着フィ
ルムに転写する転写工程とを有し、開口部に保持された
導電粒子の粒子径分布グラフ（Ｘ軸：粒子径［μｍ］、
Ｙ軸：粒子個数）において、最大ピークの粒子径以上の
範囲で傾きが実質的に無限大となるグラフ形状となる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の開口部を有する部材上に、複数の粒子径の導電粒子を供給し、前記開口部に導電
粒子を保持させる保持工程と、前記開口部に保持された導電粒子を接着フィルムに転写す
る転写工程とを有し、
　前記開口部に保持された導電粒子の粒子径分布グラフ（Ｘ軸：粒子径［μｍ］、Ｙ軸：
粒子個数）において、最大ピークの粒子径以上の範囲で傾きが実質的に無限大となるグラ
フ形状となる異方性導電フィルムの製造方法。
【請求項２】
　前記保持工程にて供給される導電粒子の粒子径分布グラフ（Ｘ軸：粒子径［μｍ］、Ｙ
軸：粒子個数）において、最大ピークの粒子径以下の範囲で傾きが実質的に無限大となる
粒子径を有する請求項１記載の異方性導電フィルムの製造方法。
【請求項３】
　前記保持工程において供給される複数の導電粒子の表面が、絶縁体によって被覆されて
いる請求項１又は２記載の異方性導電フィルムの製造方法。
【請求項４】
　フィルム状に形成された絶縁性バインダーと、
　前記絶縁性バインダーに面視野で配置される複数の導電粒子とを備え、
　前記導電粒子の粒子径分布グラフ（Ｘ軸：粒子径［μｍ］、Ｙ軸：粒子個数）において
、最大ピークの粒子径以上の範囲で傾きが実質的に無限大となるグラフ形状となる異方性
導電フィルム。
【請求項５】
　導電粒子の粒子径分布グラフ（Ｘ軸：粒子径［μｍ］、Ｙ軸：粒子個数）において、最
大ピークの粒子径以下の範囲で傾きが実質的に無限大となる粒子径を有する請求項４記載
の異方性導電フィルム。
【請求項６】
　導電粒子の粒子径分布グラフ（Ｘ軸：粒子径［μｍ］、Ｙ軸：粒子個数）において、複
数のピークを有するグラフ形状となる請求項４又は５記載の異方性導電フィルム。
【請求項７】
　前記請求項４～６のいずれか１項に記載の異方性導電フィルムが巻き芯に巻かれている
異方性導電フィルム巻装体。
【請求項８】
　フィルム状に形成された絶縁性バインダーと、前記絶縁性バインダーに面視野で配置さ
れる複数の導電粒子とを備え、前記導電粒子の粒子径分布グラフ（Ｘ軸：粒子径［μｍ］
、Ｙ軸：粒子個数）において、最大ピークの粒子径以上の範囲で傾きが実質的に無限大と
なるグラフ形状となる異方性導電フィルムを介して第１の電子部品と第２の電子部品とを
配置する配置工程と、
　圧着ツールにより前記第２の電子部品を前記第１の電子部品に圧着させるとともに、前
記異方性導電フィルムを硬化させる硬化工程と
　を有する接続構造体の製造方法。
【請求項９】
第１の電子部品と、第２の電子部品と、前記第１の電子部品と前記第２の電子部品とが接
着された接着膜とを備え、
　前記接着膜は、フィルム状に形成された絶縁性バインダーと、前記絶縁性バインダーに
面視野で配置される複数の導電粒子とを備え、前記導電粒子の粒子径分布グラフ（Ｘ軸：
粒子径［μｍ］、Ｙ軸：粒子個数）において、最大ピークの粒子径以上の範囲で傾きが実
質的に無限大となるグラフ形状となる異方性導電フィルムが硬化してなる接続構造体。
【請求項１０】
　複数の開口部を有する部材上に、複数の粒子径のフィラーを供給し、前記開口部にフィ
ラーを保持させる保持工程と、前記開口部に保持されたフィラーを接着フィルムに転写す
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る転写工程とを有し、
　前記開口部に保持されたフィラーの粒子径分布グラフ（Ｘ軸：粒子径［μｍ］、Ｙ軸：
粒子個数）において、最大ピークの粒子径以上の範囲で傾きが実質的に無限大となるグラ
フ形状となるフィラー配置フィルムの製造方法。
【請求項１１】
　フィルム状に形成された絶縁性バインダーと、
　前記絶縁性バインダーに面視野で配置される複数のフィラーとを備え、
　前記フィラーの粒子径分布グラフ（Ｘ軸：粒子径［μｍ］、Ｙ軸：粒子個数）において
、最大ピークの粒子径以上の範囲で傾きが実質的に無限大となるグラフ形状となるフィラ
ー配置フィルム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、導電粒子を含有する異方性導電フィルムの製造方法、及び異方性導電フィル
ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＩＣチップなどの電子部品を実装する異方性導電フィルム（ＡＣＦ：Anisotropi
c Conductive Film）が知られている。また、近年、複数の開口部を有する型を用いて、
異方性導電フィルム内の導電粒子を隣接する導電粒子と個々に独立させるように離間させ
る、もしくは配列させることが検討されている（例えば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－０６０１５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、複数の開口部を有する型に用いられる導電粒子は、異方性接続に支障を
来たさないよう粒子径分布がシャープになるよう、分級がなされており、製造コストが高
い。
【０００５】
　また、粒子径が大きく異なる導電粒子が面視野で配置された異方性導電フィルムは、押
圧時に導電粒子の押し込み不足が発生し、導通不良の原因となる。
【０００６】
　本技術は、前述した課題を解決するものであり、製造コストを削減することができる異
方性導電フィルムの製造方法を提供する。また、導通不良の発生を抑制することができる
異方性導電フィルムを提供する。また、製造コストを削減することができるフィラー配置
フィルムの製造方法、及びフィラー配置フィルムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本技術者は、鋭意検討した結果、複数の開口部を有する部材を用いて導電粒子又はフィ
ラーの選別を行うことにより、製造コストを削減することができることを見出した。また
、異方性導電フィルムに面視野で配置される導電粒子の粒子径分布グラフにおいて、所定
のグラフ形状となることにより、導通不良の発生を抑制することができることを見出した
。
【０００８】
　すなわち、本技術に係る異方性導電フィルムの製造方法は、複数の開口部を有する部材
上に、複数の粒子径の導電粒子を供給し、前記開口部に導電粒子を保持させる保持工程と
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、前記開口部に保持された導電粒子を接着フィルムに転写する転写工程とを有し、前記開
口部に保持された導電粒子の粒子径分布グラフ（Ｘ軸：粒子径［μｍ］、Ｙ軸：粒子個数
）において、最大ピークの粒子径以上の範囲で傾きが実質的に無限大となるグラフ形状と
なる。
【０００９】
　また、本技術に係る異方性導電フィルムは、フィルム状に形成された絶縁性バインダー
と、前記絶縁性バインダーに面視野で配置される複数の導電粒子とを備え、前記導電粒子
の粒子径分布グラフ（Ｘ軸：粒子径［μｍ］、Ｙ軸：粒子個数）において、最大ピークの
粒子径以上の範囲で傾きが実質的に無限大となるグラフ形状となる。
【００１０】
　また、本技術に係るフィルム巻装体は、前記異方性導電フィルムが巻き芯に巻かれてい
る。
【００１１】
　すなわち、本技術に係るフィラー配置フィルムの製造方法は、複数の開口部を有する部
材上に、複数の粒子径のフィラーを供給し、前記開口部にフィラーを保持させる保持工程
と、前記開口部に保持されたフィラーを接着フィルムに転写する転写工程とを有し、前記
開口部に保持されたフィラーの粒子径分布グラフ（Ｘ軸：粒子径［μｍ］、Ｙ軸：粒子個
数）において、最大ピークの粒子径以上の範囲で傾きが実質的に無限大となるグラフ形状
となる。
【００１２】
　また、本技術に係るフィラー配置フィルムは、フィルム状に形成された絶縁性バインダ
ーと、前記絶縁性バインダーに面視野で配置される複数のフィラーとを備え、前記フィラ
ーの粒子径分布グラフ（Ｘ軸：粒子径［μｍ］、Ｙ軸：粒子個数）において、最大ピーク
の粒子径以上の範囲で傾きが実質的に無限大となるグラフ形状となる。
【発明の効果】
【００１３】
　本技術によれば、複数の開口部を有する部材を用いて導電粒子又はフィラーの選別を行
うことにより、製造コストを削減することができる。また、異方性導電フィルムに面視野
で配置される導電粒子の粒子径分布グラフにおいて、所定のグラフ形状となることにより
、導通不良の発生を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は、複数の開口部を有する部材上に導電粒子が供給された状態を模式的に示
す断面図である。
【図２】図２（Ａ）は、開口部に供給される導電粒子の粒子径分布を模式的に示すグラフ
であり、図２（Ｂ）は、開口部に保持される導電粒子の粒子径分布を模式的に示すグラフ
である。
【図３】図３は、開口部に保持される導電粒子の粒子径分布の他の例を模式的に示すグラ
フである。
【図４】図４は、開口部に保持される導電粒子の粒子径分布の他の例を模式的に示すグラ
フである。
【図５】図５は、開口部に保持される導電粒子の粒子径分布の他の例を模式的に示すグラ
フである。
【図６】図６（Ａ）は、開口部に供給される粒子径の下限側を選別した導電粒子の粒子径
分布を模式的に示すグラフであり、図６（Ｂ）は、開口部に保持される導電粒子の粒子径
分布を模式的に示すグラフである。
【図７】図７は、開口部に保持される導電粒子の粒子径分布の他の例を模式的に示すグラ
フである。
【図８】図８は、転写工程において接着フィルムを対向させた状態を模式的に示す断面図
である。
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【図９】図９は、本実施の形態に係る接続体の製造方法を模式的に示す断面図であり、図
９（Ａ）は、配置工程（Ｓ１）を示し、図９（Ｂ）は、硬化工程（Ｓ２）を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本技術の実施の形態について、下記順序にて詳細に説明する。
　１．異方性導電フィルムの製造方法
　２．異方性導電フィルム
　３．接続構造体の製造方法、及び接続構造体
　４．フィラー配置フィルムの製造方法、及びフィラー配置フィルム
　５．実施例
【００１６】
　＜１．異方性導電フィルムの製造方法＞
　本実施の形態に係る異方性導電フィルムの製造方法は、複数の開口部を有する部材上に
、複数の粒子径の導電粒子を供給し、開口部に導電粒子を保持させる保持工程（Ａ）と、
開口部に保持された導電粒子を接着フィルムに転写する転写工程（Ｂ）とを有する。以下
、保持工程（Ａ）、及び転写工程（Ｂ）について説明する。
　［保持工程（Ａ）］
【００１７】
　（開口部材）
　図１は、複数の開口部を有する部材上に導電粒子が供給された状態を模式的に示す断面
図である。図１に示すように、部材１０は、所定の開口径又は開口幅の開口サイズＳを有
する開口部を有する型である。型としては、例えば、ステンレスなどの金属材料、ガラス
などの透明無機材料、ポリ（メタ）アクリレートや結晶性樹脂等の有機材料が挙げられる
。開口形成方法は種々公知の技術によって形成させることができる。例えば機械加工によ
って設けてもよく、フォトリソグラフィを利用してもよく、印刷法を利用してもよく、特
に限定はない。また、型は、板状、ロール状等種々の形状をとることができ、特に制限は
されない。
【００１８】
　開口部は、その内部に導電粒子を収容するものであり、開口の形状としては、円柱状、
四角柱等の多角柱状、円錐状や四角錐等の角錐状等を例示することができる。開口部の部
材上の位置、即ち異方性導電フィルムに平面視で配置される導電粒子の位置は、特定の形
状を有して規則性を持っていることが好ましく、格子状、千鳥状等の規則的な配列とする
ことが好ましい。格子状としては、斜方格子、六方格子、正方格子、矩形格子、平行体格
子等が挙げられる。また、フィルムの長手方向に対して所定の配列形状で規則性を持って
いてもよい。
【００１９】
　開口サイズＳは、異方性導電フィルムに配置する導電粒子の粒径に基づいて設定するこ
とができる。例えば求める導電粒子の粒径に対する開口径の比（＝開口の径／導電粒子の
粒径）は、導電粒子の収容のしやすさ、絶縁性樹脂の押し込みやすさ等のバランスから、
好ましくは１．１～２．０、より好ましくは１．３～１．８である。また、例えば開口の
深さに対する導電粒子の粒径の比（＝導電粒子の粒径／開口の深さ）は、転写性向上と導
電粒子保持性とのバランスから、好ましくは０．４～３．０、より好ましくは０．５～１
．５である。なお、開口の径と深さは、レーザー顕微鏡で測定することができる。製造工
程に用いる導電粒子の平均粒子径は、画像型ないしはレーザー式の粒度分布計により測定
することができる。尚、画像型の粒度分布計を用いる方が、正確な粒子の大きさ（粒子径
）が得られるため好ましい。画像型の粒度分布測定装置としては、例えばＦＰＩＡ－３０
００（マルバーン社）が挙げられる。
【００２０】
　また、開口サイズＳは、全開口部の６０％以上が同じ大きさであることが好ましく、全
開口部の８０％以上が同じ大きさであることがより好ましく、開口部の全てが同じ大きさ
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であることがさらに好ましい。開口部の大きさが異なることで、複数の導電粒子径のいず
れかが保持されやすくなり、また開口部の大きさが同じになることで、得られる異方性導
電フィルムの粒子径が均一になりやすい。また、何れにせよ開口部より著しく大きい導電
粒子は、実質的には開口部に保持されないことになる。これにより、開口部に保持される
導電粒子の粒子径分布グラフ（Ｘ軸：粒子径［μｍ］、Ｙ軸：粒子個数）において、最大
ピークの粒子径以上の範囲で傾きが実質的に無限大となるグラフ形状を得ることができる
。
【００２１】
　開口部に対して著しく小さい導電粒子がある場合、複数が開口部に保持されることが懸
念されるが、下記に記載の導電粒子の収容手法によって不要な導電粒子はかき出されるこ
とになる。かき出されない場合、微小な導電粒子が一つの開口部、もしくはその近傍に連
結もしくは近接して存在することになるが、接続には寄与しないか影響が小さいことがわ
かるため無視してもよい。これは、接続時の樹脂流動によりバンプの接続方向に重畳する
ことはほぼなくなるためである。また、接続に寄与する大きさの比較的小さい導電粒子が
存在している場合、導通性能の向上が見込まれる。これは導電粒子でありながら、端子に
挟持される場合において、これよりも大きい導電粒子のスペーサーとしても働く効果が期
待できる。即ち、接続に寄与する大きさの比較的小さい導電粒子は、挟持の状態は不十分
であるかもしれないが、導通点となるため導通性能の向上が見込まれ、且つこれよりも大
きい導電粒子の挟持を一定の範囲で制御できることから、良好な接続状態を得易くなるこ
とが期待できる。これは金属被覆樹脂粒子であれば、圧縮されることから、圧縮状態を制
御できることになり、より効果が期待できるため好ましい。また、圧縮硬さを低くして、
比較的小さい導電粒子を異方性接続の目的とする大きさに設定することも可能になる。こ
のように、導電粒子の圧縮硬さの調整で、導通性能を得るための選択肢が増えることにな
る。
【００２２】
　また、全開口部の一部において開口サイズＳが異なる場合、規則性を持たせてもよい。
例えば、前述した開口径の比の上限ないし下限の大きさの開口サイズＳを有する開口部が
隣接するようにしてもよく、上限もしくは下限の大きさの開口サイズＳを有する開口部が
異方性導電フィルムの長手方向となる方向に周期的に設けられてもよい。この周期性の繰
り返し単位は、バンプの幅とバンプ間スペース（Ｌ／Ｓ）から設定してもよい。バンプの
幅とバンプ間スペースを加味してバンプに導電粒子が存在するように開口部の配置を設定
すれば、バンプに挟持される位置に導電粒子を確実に配置させることができる。開口部間
の距離は適宜設定できるが、配置させる目的の最大の導電粒子径の０．５倍以上が好まし
く、等倍以上となるように設定することができる。尚、比較的小さい導電粒子が存在する
ことを加味すれば、開口部間の距離は配置させる目的の最大の導電粒子径の１．５倍以上
、好ましくは２倍以上としてもよい。これは導電粒子の大きさと用いられる導電粒子に小
さい粒子径のものがどの程度の大きさで、どの程度の割合で存在するかで、適宜設定でき
る。
【００２３】
　また、接続構造体の生産不良を生じ難くし、且つ導通を確実にするためには、最小と最
大の開口部がペアになって繰り返されるようになればよい。もしくは最大と最小の間の大
きさの開口部を同時に複数設けてもよい。この場合、いずれかの大きさの導電粒子が異方
性導電フィルムに配置されればよく、いくつかは配置されなくてもよい。即ち、何れかが
抜けたとしても、もう一方が存在すれば導通を満足することができる。一例として、それ
ぞれ５個以上ずつが好ましく、１０個以上ずつがより好ましく、１２個ずつが更により好
ましい。導電粒子間の距離は、最大の導電粒子径の０．５倍以上が好ましく、より好まし
くは等倍以上である。配置は、フィルムの長手方向と直行する方向に概ね存在するになる
ことが好ましい。一つのバンプへの補足を満足させるためである。このように導電粒子が
配置されれば、実用上いずれかが接続時に補足されるため、導通不良の発生が回避できる
。例えば、端子の接続面（例えば、ＩＣチップのＡｕバンプの接続面）が平滑ではない凹
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凸形状を不定期に有している場合において、このようなペアがあれば何れかの導電粒子が
適切に補足されることが期待できる。バンプが平滑ではないことが許容できれば、バンプ
製造時における歩留まりの向上や設計品質の許容範囲の拡大など、接続体を得ることのコ
ストメリットを受け易くなる。またＡｕバンプの場合、Ａｕの使用量そのものを削減でき
る効果も期待できる。また、端子の接続面が平滑ではない凹凸形状を不定期に有している
場合も、導電粒子が金属被覆樹脂粒子であれば、圧縮されるので、圧縮硬さの調整で対応
が可能だと考えられる。尚、このような凹凸形状を不定期に有している場合、表面積が増
えることから、導電粒子の大きさが異なるものが存在すれば単一の大きさのものよりも、
接続面と導電粒子との接点が増えると推察される。端子の接続面が平滑である場合は、粒
子径と圧縮硬さの調整によって、上述したような効果が期待できる。以上のような効果は
、最大と最小の導電粒子径の差分や、導電粒子の硬さ（圧縮硬さ）の他に、導電粒子の配
置位置や個数密度などを調整することで不具合は回避もしくは許容範囲内にすることを前
提としたものである。
【００２４】
　開口部に導電粒子を収容する手法としては、特に限定されるものではなく、公知の手法
を採用することができる。例えば、乾燥した導電粒子粉末またはこれを溶媒中に分散させ
た分散液を部材１０の開口形成面上に散布または塗布した後、ブラシ、ブレードなどを用
いて開口形成面の表面をスキージすることにより、開口部に導電粒子を収容することがで
きる。
【００２５】
　開口部に導電粒子を収容する際、図１に示すように、開口サイズＳより小さい導電粒子
２０ａ、２０ｂは、開口部に収容されるが、開口サイズＳより大きい導電粒子２０ｃは、
開口部に収容されず、粒子径の大きい導電粒子を除く、選別を行うことができる。これに
より、製造コストを削減することができる。また、スキージ後の導電粒子を回収して再利
用することにより、コスト削減を図ることができる。
【００２６】
　（導電粒子）
　導電粒子としては、公知の異方性導電フィルムにおいて使用されているものを適宜選択
して使用することができる。例えば、ニッケル、銅、銀、金、パラジウムなどの金属粒子
、ポリアミド、ポリベンゾグアナミン等の樹脂粒子の表面をニッケルなどの金属で被覆し
た金属被覆樹脂粒子等を挙げることができる。配置される導電粒子の大きさは、一例とし
て０．５～５０μｍであることが好ましく、１～３０μｍがより好ましい。
【００２７】
　保持工程（Ａ）において供給される導電粒子の平均粒子径は、製造時の取り扱い性の観
点から、０．５～５０μｍの粒子径が全粒子量の９０％以上を占めることが好ましい。尚
、１μｍ未満、３０μｍより大きい導電粒子は保持工程で除かれることが好ましい。平均
粒子径は、前述したように、画像型粒度分布計により測定することができ、保持工程後に
面観察（面視野観察）から計測してもよい。
【００２８】
　また、導電粒子の表面は、絶縁体によって被覆されていることが好ましい。導電粒子の
表面に絶縁コートや絶縁粒子処理など、表面にはがれ易く且つ異方性接続に支障をきたさ
ない表面被覆が存在することにより、開口サイズＳが導電粒子よりも若干大きくても、導
電粒子を開口部の内部に収容し易くなる。このような表面被覆の厚みは、接続対象物によ
って異なるため、接続に支障を来たさない限り特に制限はない。
【００２９】
　また、導電粒子の突起が表面に設けられている場合、その突起は最小の導電粒子径の２
０％以内、好ましくは１０％以内の大きさであることが好ましい。個数については特に制
限はなく、全面に均一に設けられていてもよく、まばらに設けられていてもよい。
【００３０】
　また、導電粒子は、粒子径の異なるものが混在しているため、比較的圧縮性の高いもの
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であることが好ましい。即ち、金属被覆樹脂粒子を用いることが好ましい。硬さは接続対
象によって変更されるため、特に制限はないが、一例として２０％変形時の圧縮硬さ（Ｋ
値）が１０００～８０００Ｎ／ｍｍ2の範囲であればよく、１０００～４０００Ｎ／ｍｍ2

の範囲が好ましい。また、導電粒子は、硬さが異なるものが意図的に混在するようにして
もよい。
【００３１】
　ここで、２０％変形時の圧縮硬さ（Ｋ値）とは、導電粒子を一方向に荷重して圧縮する
ことにより、導電粒子の粒子径が元の粒子径に比べて２０％短くなるときの荷重から次式
（１）により算出される数値であり、Ｋ値が小さいほど柔らかい粒子となる。
　Ｋ＝（３/√２）Ｆ・Ｓ-8/2・Ｒ-1/2　　（１）
（式中、Ｆ：導電粒子の２０％圧縮変形時における荷重
　　　　Ｓ：圧縮変位（ｍｍ）
　　　　Ｒ：導電粒子の半径（ｍｍ）　）
【００３２】
　（粒子径分布）
　図２（Ａ）は、開口部に供給される導電粒子の粒子径分布を模式的に示すグラフであり
、図２（Ｂ）は、開口部に保持される導電粒子の粒子径分布を模式的に示すグラフである
。この粒子径分布グラフは、光学顕微鏡や金属顕微鏡の面視野観察で１０００個以上、好
ましくは５０００個以上の導電粒子の最大長（粒子径）を測定した個数分布である。図２
（Ａ）に示すように、本法は、開口部に供給される導電粒子の粒子径分布が広くても（ブ
ロードでも）よいことから、粒子径の下限側を分級したものを使用するなど、性能とコス
トのバランスを取り易くなる効果が期待でき、利用可能性の選択肢が増えるという利点が
ある。
【００３３】
　図２（Ａ）に示すように、本実施の形態では、粒子径分布が広い導電粒子が開口部に供
給されるものの、図２（Ｂ）に示すように、開口部に保持される導電粒子の粒子径分布グ
ラフ（Ｘ軸：粒子径［μｍ］、Ｙ軸：粒子個数）は、最大ピークの粒子径以上の範囲で傾
きが実質的に無限大となるグラフ形状となる。特に、同じ大きさの開口部の割合が高いほ
ど、傾きが実質的に無限大となるＹ軸に略平行な閾値Ｄａを持つこととなる。粒子径分布
において、傾きが実質的に無限大とは、Ｙ軸と並行な直線を有する、という意味であり、
Ｙ軸と平行な直線に近似しているものも含む。また、粒子径分布において、傾きが実質的
に無限大とは、垂直接線（vertical tangent）を有する、と言い換えることもできる。
【００３４】
　また、開口部に保持される導電粒子の粒子径分布は、図２（Ｂ）に示すグラフ形状に限
られるものではなく、例えば図３に示すように最大ピークの粒子径Ｄｂで傾きが実質的に
無限大となってもよく、図４に示すように傾きが実質的に無限大となる粒子径Ｄｃ以上の
導電粒子が若干存在してもよい。これらのグラフ形状のように導電粒子の粒径に上限があ
り、上限付近の粒子数が多いことにより、押し込みが不足する導電粒子が相対的に減少す
るため導通不良の発生を抑制することができる。
【００３５】
　また、図５に示すように、開口部に保持される導電粒子の粒子径分布は、ピークが複数
存在する（ボトムがピーク間に存在する）形状になり、粒子径Ｄｄで傾きが実質的に無限
大となってもよい。ピークが複数存在する場合とは、例えば粒子径の異なる２種の金属被
覆樹脂粒子を混合した場合などが挙げられ、金属被覆樹脂粒子の圧縮硬さの調整で接続面
と導電粒子との接点を増加させ、導通性能を向上させることができる。
【００３６】
　また、供給される導電粒子は、粒子径の下限側を分級したものを使用することが好まし
い。微小な粒子径の導電粒子は、接続に寄与しないため導通性への影響はあまりないため
、コストとの兼ね合いになるが、導電粒子が比較的多く必要になる、ＣＯＧ接続などでは
粒子径の下限側を分級したものを使用することにより、導電粒子の不要な重畳（厚み方向
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に導電粒子が重なること）などを抑制することができる。また、粒子径の下限側を分級し
たものを使用することにより、接続に寄与する大きさの比較的小さい導電粒子が開口部に
保持されることが多くなり、接続に寄与する大きさの比較的小さい導電粒子よりも大きい
導電粒子の挟持を一定の範囲で制御するスペーサーの効果などを調整し易くなることが期
待できる。
【００３７】
　粒子径の下限側の分級方法としては、種々公知の技術を用いることができる。例えば、
液体中の導電粒子に０．２～４０μｍの振幅を有する振動を与え、短径の標準偏差が１０
％以下の篩により行う湿式分級方法を挙げることができる（例えば、特開平１１－３１９
６２６が挙げられる）。
【００３８】
　図６（Ａ）は、開口部に供給される粒子径の下限側を分級した導電粒子の粒子径分布を
模式的に示すグラフであり、図６（Ｂ）は、開口部に保持される導電粒子の粒子径分布を
模式的に示すグラフである。図６（Ａ）に示すように供給される導電粒子の粒子径分布グ
ラフ（Ｘ軸：粒子径［μｍ］、Ｙ軸：粒子量）において、最大ピークの粒子径以下の範囲
で傾きが実質的に無限大となる粒子径Ｄｅを有することが好ましい。これにより、図６（
Ｂ）に示すように開口部に保持される導電粒子の粒子径分布グラフ（Ｘ軸：粒子径［μｍ
］、Ｙ軸：粒子個数）は、最大ピークの粒子径以下の範囲で傾きが実質的に無限大となる
粒子径Ｄｆを有するとともに、最大ピークの粒子径以上の範囲で傾きが実質的に無限大と
なる粒子径Ｄｇを有することとなる。
【００３９】
　また、図７に示すように、開口部に保持される導電粒子の粒子径分布グラフ（Ｘ軸：粒
子径［μｍ］、Ｙ軸：粒子個数）は、最大ピークの粒子径以下の範囲で傾きが実質的に無
限大となるＹ軸に略平行な閾値Ｄｈを有するとともに、最大ピークの粒子径以上の範囲で
傾きが実質的に無限大となるＹ軸に略平行な閾値Ｄｉを有してもよい。
【００４０】
　また、粒子径の下限側を分級したものを使用した場合、圧着時の導電粒子の圧力を均一
にするため、開口部に保持される導電粒子は、平均粒子径の±３０％の範囲に全粒子数の
９０％以上が存在することが好ましく、平均粒子径の±２０％の範囲に全粒子数の９０％
以上が存在することがさらに好ましい。このように予め粒子径の下限側を分級した導電粒
子を使用することにより、バンプに捕捉される導電粒子の捕捉率を向上させることができ
る。
【００４１】
　なお、本技術は、図２～７に示す粒子径分布のグラフの形状に限られるものではなく、
本技術の要旨を逸脱しない範囲内において種々の形状をとることができる。例えば、図７
に示すグラフ形状は左右対称の弾頭型であるが、左右対称でなくともよい。
【００４２】
　［転写工程（Ｂ）］
　次の転写工程（Ｂ）では、先ず、図８に示すように、開口が形成された部材１０表面に
接着フィルム３０を対向させる。
【００４３】
　接着フィルム３０としては、公知の異方性導電フィルムにおいて絶縁性バインダー層と
して使用されているものを適宜選択して使用することができる。接着フィルム３０の硬化
型としては、熱硬化型、光硬化型、光熱併用硬化型などが挙げられる。例えば、アクリレ
ート化合物と光ラジカル重合開始剤とを含む光ラジカル重合性樹脂層、アクリレート化合
物と熱ラジカル重合開始剤とを含む熱ラジカル重合性樹脂層、エポキシ化合物と熱カチオ
ン重合開始剤とを含む熱カチオン重合性樹脂層、エポキシ化合物と熱アニオン重合開始剤
とを含む熱アニオン重合性樹脂層等、又はそれらの硬化樹脂層を使用することができる。
【００４４】
　以下、一例として、アニオン硬化型の接着フィルムについて説明する。アニオン硬化型
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の接着フィルムは、膜形成樹脂と、エポキシ樹脂と、アニオン重合開始剤とを含有する。
【００４５】
　膜形成樹脂は、例えば平均分子量が１００００以上の高分子量樹脂に相当し、フィルム
形成性の観点から、１００００～８００００程度の平均分子量であることが好ましい。膜
形成樹脂としては、フェノキシ樹脂、ポリエステル樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリエステ
ルウレタン樹脂、アクリル樹脂、ポリイミド樹脂、ブチラール樹脂等の種々の樹脂が挙げ
られ、これらは単独で用いてもよく、２種類以上を組み合わせて用いてもよい。これらの
中でも、膜形成状態、接続信頼性等の観点からフェノキシ樹脂を好適に用いることが好ま
しい。
【００４６】
　エポキシ樹脂は、３次元網目構造を形成し、良好な耐熱性、接着性を付与するものであ
り、固形エポキシ樹脂と液状エポキシ樹脂とを併用することが好ましい。ここで、固形エ
ポキシ樹脂とは、常温で固体であるエポキシ樹脂を意味する。また、液状エポキシ樹脂と
は、常温で液状であるエポキシ樹脂を意味する。また、常温とは、ＪＩＳＺ ８７０３で
規定される５～３５℃の温度範囲を意味する。
【００４７】
　固形エポキシ樹脂としては、液状エポキシ樹脂と相溶し、常温で固体状であれば特に限
定されず、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂、ビスフェノールＦ型エポキシ樹脂、多官能
型エポキシ樹脂、ジシクロペンタジエン型エポキシ樹脂、ノボラックフェノール型エポキ
シ樹脂、ビフェニル型エポキシ樹脂、ナフタレン型エポキシ樹脂などが挙られ、これらの
中から１種を単独で、又は２種以上を組み合わせて用いることができる。これらの中でも
、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂を用いることが好ましい。
【００４８】
　液状エポキシ樹脂としては、常温で液状であれば特に限定されず、ビスフェノールＡ型
エポキシ樹脂、ビスフェノールＦ型エポキシ樹脂、ノボラックフェノール型エポキシ樹脂
、ナフタレン型エポキシ樹脂などが挙げられ、これらの中から１種を単独で、又は２種以
上を組み合わせて用いることができる。特に、フィルムのタック性、柔軟性などの観点か
ら、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂を用いることが好ましい。
【００４９】
　アニオン重合開始剤としては、通常用いられる公知の硬化剤を使用することができる。
例えば、有機酸ジヒドラジド、ジシアンジアミド、アミン化合物、ポリアミドアミン化合
物、シアナートエステル化合物、フェノール樹脂、酸無水物、カルボン酸、三級アミン化
合物、イミダゾール、ルイス酸、ブレンステッド酸塩、ポリメルカプタン系硬化剤、ユリ
ア樹脂、メラミン樹脂、イソシアネート化合物、ブロックイソシアネート化合物などが挙
げられ、これらの中から１種を単独で、又は２種以上を組み合わせて用いることができる
。これらの中でも、イミダゾール変性体を核としその表面をポリウレタンで被覆してなる
マイクロカプセル型潜在性硬化剤を用いることが好ましい。
【００５０】
　また、必要に応じて、応力緩和剤、シランカップリング剤、無機フィラー等を配合して
もよい。応力緩和剤としては、水添スチレン－ブタジエンブロック共重合体、水添スチレ
ン－イソプレンブロック共重合体等を挙げることができる。また、シランカップリング剤
としては、エポキシ系、メタクリロキシ系、アミノ系、ビニル系、メルカプト・スルフィ
ド系、ウレイド系等を挙げることができる。また、無機フィラーとしては、シリカ、タル
ク、酸化チタン、炭酸カルシウム、酸化マグネシウム等を挙げることができる。
【００５１】
　この接着フィルム３０は、上述したような樹脂を含むコーティング組成物を塗布法によ
り成膜し乾燥させることや、更に硬化させることにより、あるいは予め公知の手法により
フィルム化することにより形成することができる。また、接着フィルム３０の厚みは、好
ましくは１～３０μｍ、より好ましくは２～１５μｍである。なお、これらの厚みの絶縁
性バインダー層を必要に応じて積層してもよい。また、接着フィルム３０は、剥離処理さ
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れたポリエチレンテレフタレートフィルム等の剥離フィルム４０上に形成されていること
が好ましい。
【００５２】
　剥離フィルム４０側から接着フィルム３０に対して圧力をかけ、開口内に絶縁性バイン
ダー層を押し込んでも、絶縁性バインダー層の表面に導電粒子２０を埋め込むように転着
させてもよく、転写後に導電粒子を絶縁性バインダー層内に押し込んでもよい。これらの
工程の前後で接着フィルム３０を上述のように積層してもよい。これにより、絶縁性バイ
ンダー層の平面方向に導電粒子２０が単層で配列された構造を形成する。なお、導電粒子
は接着フィルム３０の最外面に近しい位置にあることが、接続時の補足を満足させる上で
は好ましい。
【００５３】
　絶縁性バインダー層全体の最低溶融粘度としては、１００～１００００Ｐａ・ｓが好ま
しい。この範囲であれば、絶縁性バインダー層に導電粒子を精密に配置することができ、
且つ異方導電性接続時の押し込みにより樹脂流動が導電粒子の捕捉性に支障を来たすこと
を防止できる。この最低溶融粘度は、一例として回転式レオメータ（TA instrument社製
）を用い、昇温速度が１０℃／分、測定圧力が５ｇで一定に保持し、直径８ｍｍの測定プ
レートを使用して求めることができる。
【００５４】
　＜２．異方性導電フィルム＞
　本実施の形態に係る異方性導電フィルムは、フィルム状に形成された絶縁性バインダー
と、絶縁性バインダーに面視野で配置される複数の導電粒子とを備え、導電粒子の粒子径
分布グラフ（Ｘ軸：粒子径［μｍ］、Ｙ軸：粒子個数）において、最大ピークの粒子径以
上の範囲で傾きが実質的に無限大となるグラフ形状となるものである。Ｘ軸の粒子径は、
１～３０μｍの範囲であることが好ましい。この粒子径分布グラフは、光学顕微鏡や金属
顕微鏡の面視野観察で１０００個以上、好ましくは５０００個以上の導電粒子の最大長（
粒子径）を測定した個数分布である。
【００５５】
　また、導電粒子の粒子径分布グラフ（Ｘ軸：粒子径［μｍ］、Ｙ軸：粒子個数）の形状
は、ブロードである。ここで、ブロードの形状とは、累積分布において粒子径が小さい側
からの個数累積１０％の粒子径Ｄ１０と個数累積９０％の粒子径Ｄ９０との差が１μｍよ
り大きいことを意味する。もしくは、ブロードの形状とは、累積分布において粒子径が小
さい側からの個数累積１０％の粒子径Ｄ１０と個数累積９０％の粒子径Ｄ９０との差が平
均粒子径の２５％より大きいことを意味する。個数累積１０％とは、計測した全粒子数を
１００％として大きさ（粒子径）の順に並べ替え、１０％の個数における大きさ（粒子径
）のことを指す。
【００５６】
　前述の製造方法において、開口部に収容された導電粒子は、異方性導電フィルムに面視
野で配置される導電粒子となる。すなわち、図２～７に示す粒子径分布グラフを用いて説
明したように、本実施の形態に係る異方性導電フィルムは、粒子径の上限側を選別した導
電粒子を配置しており、導電粒子の粒径に上限があり、上限付近の粒子数が多いことによ
り、導通不良の発生を抑制することができる。なお、微小な粒子径の導電粒子は、接続に
寄与しないため導通性への影響はあまりない。また、粒子径分布が広い導電粒子、すなわ
ち未分級もしくは最低限の分級をした比較的コストの低い導電粒子を利用することができ
るため、材料コストの削減に寄与できる。且つ、上述したように導電粒子の大きさや硬さ
（圧縮硬さ）の調整により、導通特性の向上の効果が期待できる。
【００５７】
　導電粒子が未分級もしくは最低限の分級をしていない場合、異方性導電フィルムに配置
された導電粒子の粒子径分布グラフ（Ｘ軸：粒子径［μｍ］、Ｙ軸：粒子個数）において
、ピークが複数存在する（ボトムがピーク間に存在する）形状になることもある。これは
分級前の導電粒子径がどのように種々存在するか未定であるためであるが、接続時に厚み
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方向に重畳しない限り前述のように支障を来たさないため、特に問題はない。
【００５８】
　また、導電粒子の硬さが異なるものを混ぜ合わせた場合に、意図的にこのような形状と
することもできる。例えば、硬さが比較的硬いものを比較的小さい粒子径のピークにし、
硬さが比較的硬くないものを比較的大きい粒子径のピークになれば、補足の効率が上がる
効果が見込める。また、導電粒子の押し込みも調節でき、導通安定性に寄与する。この場
合、保持工程前に予め導電粒子の粒子径をそれぞれ測定し、簡易的な選別をそれぞれに行
って概ね適切なピークになるように調整してもよい。もしくは、それぞれで異なる粒子径
分布を示すものを準備して、概ね適切なピークになるように混ぜ合わせてもよい。
【００５９】
　また、異方性導電フィルムに配置された導電粒子の粒子径分布グラフ（Ｘ軸：粒子径［
μｍ］、Ｙ軸：粒子個数）において、最大ピークの粒子径以下の範囲で傾きが実質的に無
限大となる粒子径を有することが好ましい。これにより、図６（Ｂ）に示すように開口部
に保持される導電粒子の粒子径分布グラフ（Ｘ軸：粒子径［μｍ］、Ｙ軸：粒子個数）は
、最大ピークの粒子径以下の範囲で傾きが実質的に無限大となる粒子径Ｄｆを有するとと
もに、最大ピークの粒子径以上の範囲で傾きが実質的に無限大となる粒子径Ｄｇを有する
こととなる。また、圧着時の導電粒子の圧力を均一にするため、平均粒子径の±３０％の
範囲に全粒子数の９０％以上が存在することが好ましく、平均粒子径の±２０％の範囲に
全粒子数の９０％以上が存在することが好ましい。このように予め粒子径の下限側を分級
した導電粒子を使用することにより、バンプに捕捉される導電粒子の捕捉率を向上させる
ことができる。
【００６０】
　ところで、前述の保持工程（Ａ）において、部材の開口部が粒子径の大きな導電粒子で
覆われると、その後のスキージにより取り除かれて、導電粒子を保持していない開口部が
生じることとなり、異方性導電フィルムに導電粒子の「抜け」が生じる。この抜けは、異
方性接続に支障をきたさない範囲であれば問題はない。
【００６１】
　また、接続対象物のバンプレイアウトによって異方性導電フィルムの抜け率の許容範囲
は異なる。抜け率とは、フィルムの幅方向の長さと、長手方向の長さにおける導電粒子の
個数の存在割合である。一例としてＣＯＧのようにバンプが高密度に配置されているもの
であれば、抜け率は小さくする必要があり、一例としてＦＯＧのように比較的バンプ面積
が大きいものの場合は、抜け率は大きくても問題はない。
【００６２】
　また、抜けには偏りがないことが好ましい。この偏りは、上記同様の理由から、ＣＯＧ
であれば小さいことが求められ、ＦＯＧであればある程度大きくても問題はない。
【００６３】
　ＡＣＦの１回当たりの使用長さおよび幅は接続対象によって様々であるが、一般的には
最大で２０ｍｍ×２ｍｍ程度が上限になる。そのため、導電粒子径が１０μｍ以下であれ
ば、４０ｍｍ２の２倍、好ましくは５倍、より好ましくは１０倍の連続した面積を異方性
導電フィルムの全体の面積とし、この面積の中で任意に抽出した１ｍｍ２と著しい違い（
偏り）がなければ、接続に支障を来たさないことになる。この１ｍｍ２はフィルム長手方
向に５０μｍ、フィルム幅方向に２００μｍの面積を抜き取り（連続しないで）で１０箇
所抽出することが好ましい。一般にフィルムの幅方向が異方性接続するバンプの長手方向
になり、フィルムの長手方向がバンプの幅方向になるため、評価する面積はフィルムの長
手方向が短い矩形状とすることが好ましい。
【００６４】
　導電粒子径が１０μｍより大きく３０μｍ以下であれば、フィルムの全体の面積はその
ままにして、抽出する面積のフィルム長手方向および幅方向をそれぞれ２倍にし、１００
μｍ×４００μｍの面積を連続しない１０箇所を抽出して計４ｍｍ２を評価すればよい。
なお、フィルムの幅が４００μｍ未満になる場合は、矩形の形状を適宜変更してもよい。
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【００６５】
　抜けの偏りは、特定箇所の個数密度が小さくなるような、まとまった抜けが存在するこ
とは好ましくない。このような抜けは、上述した５０×２００μｍもしくは１００×４０
０μｍの１０箇所の個数密度の最大値に対して最小値が５０％以上であることが好ましく
、６０％以上がより好ましく、７０％以上であることが更により好ましい。
【００６６】
　抜けの偏りの一例として、上記全体の面積の導電粒子個数密度に対して、任意に抽出し
た面積の合計が（１ｍｍ２）±３０％の差異であることが好ましく、±２０％の差異であ
ればより好ましい。この数値範囲内であれば、コストと性能の両立が得られやすくなる。
【００６７】
　（フィルム巻装体）
　前述した異方性導電フィルムは、電子部品の接続を連続して行うため、ロールに巻かれ
たフィルム巻装体であることが好ましい。フィルム巻装体の長さは、５ｍ以上であればよ
く、１０ｍ以上であることが好ましい。上限は特にないが、出荷物の取り扱い性の点から
、５０００ｍ以下であることが好ましく、１０００ｍ以下であることがより好ましく、５
００ｍ以下であることがさらに好ましい。
【００６８】
　フィルム巻装体は、全長より短い異方性導電フィルムを繋ぎテープで連結したものでも
よい。連結箇所は複数個所存在してもよく、規則的に存在してもよく、ランダムに存在し
てもよい。繋ぎテープの厚みは、性能に支障を来たさない限り特に制限はないが、厚すぎ
ると樹脂のはみ出しやブロッキングに影響を及ぼすため、１０～４０μｍであることが好
ましい。また、フィルムの幅は特に制限はないが、一例として０．５～５ｍｍである。
【００６９】
　このようなフィルム巻装体によれば、連続した異方性接続ができ接続体のコスト削減に
寄与することができる。
【００７０】
　＜３．接続構造体の製造方法、及び接続構造体＞
　本技術に係る接続構造体の製造方法は、フィルム状に形成された絶縁性バインダーと、
絶縁性バインダーに面視野で配置される複数の導電粒子とを備え、導電粒子の粒子径分布
グラフ（Ｘ軸：粒子径［μｍ］、Ｙ軸：粒子個数）において、最大ピークの粒子径以上の
範囲で傾きが実質的に無限大となるグラフ形状となる異方性導電フィルムを介して第１の
電子部品と第２の電子部品とを配置する配置工程（Ｓ１）と、圧着ツールにより第２の電
子部品を第１の電子部品に圧着させるとともに、異方性導電フィルムを硬化させる硬化工
程（Ｓ２）とを有する。
【００７１】
　図９は、本実施の形態に係る接続体の製造方法を模式的に示す断面図であり、図９（Ａ
）は、配置工程（Ｓ１）を示し、図９（Ｂ）は、硬化工程（Ｓ２）を示す。なお、異方性
導電接着フィルムは、前述と同様のため、ここでは説明を省略する。
【００７２】
　［配置工程（Ｓ１）］
　図９（Ａ）に示すように、配置工程（Ｓ１）では、フィルム状に形成された絶縁性バイ
ンダーと、絶縁性バインダーに面視野で配置される複数の導電粒子とを備え、導電粒子の
粒子径分布グラフ（Ｘ軸：粒子径［μｍ］、Ｙ軸：粒子個数）において、最大ピークの粒
子径以上の範囲で傾きが実質的に無限大となるグラフ形状となる異方性導電フィルム６０
を介して第１の電子部品５０と第２の電子部品７０とを配置する。
【００７３】
　第１の電子部品５０は、第１の端子列５１を備える。第１の電子部品５０は、特に制限
はなく、目的に応じて適宜選択することができる。第１の電子部品５０としては、例えば
、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）パネル、有機ＥＬ（ＯＬＥＤ）などのフラットパネ
ルディスプレイ（ＦＰＤ）用途、タッチパネル用途などの透明基板、プリント配線板（Ｐ
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ＷＢ）などが挙げられる。プリント配線板の材質は、特に限定されず、例えば、ＦＲ－４
基材などのガラスエポキシでもよく、熱可塑性樹脂などのプラスチック、セラミックなど
も用いることができる。また、透明基板は、透明性の高いものであれば特に限定はなく、
ガラス基板、プラスチック基板などが挙げられる。
【００７４】
　第２の電子部品７０は、第１の端子列５１に対向する第２の端子列７１を備える。第２
の電子部品７０は、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができる。第２の電
子部品７０としては、例えば、ＩＣ（Integrated Circuit）、フレキシブル基板（ＦＰＣ
：Flexible Printed Circuits）、テープキャリアパッケージ（ＴＣＰ）基板、ＩＣをＦ
ＰＣに実装したＣＯＦ（Chip On Film）などが挙げられる。
【００７５】
　［硬化工程（Ｓ２）］
　図９（Ｂ）に示すように、硬化工程（Ｓ２）では、圧着ツール８０により第２の電子部
品７０を第１の電子部品５０に圧着させる。これにより、圧着ツール８０により第２の電
子部品が十分に押し込まれ、導電粒子６１が端子間に挟持された状態で樹脂が硬化する。
【００７６】
　このような接続構造体の製造方法によれば、予め分級された導電粒子を含む異方性導電
フィルムを用いた場合と同様に、優れた導通性を得ることができる。
【００７７】
　また、本技術に係る接続構造体は、第１の電子部品と、第２の電子部品と、第１の電子
部品と第２の電子部品とが接着された接着膜とを備え、接着膜は、フィルム状に形成され
た絶縁性バインダーと、前記絶縁性バインダーに面視野で配置される複数の導電粒子とを
備え、導電粒子の粒子径分布グラフ（Ｘ軸：粒子径［μｍ］、Ｙ軸：粒子個数）において
、最大ピークの粒子径以上の範囲で傾きが実質的に無限大となるグラフ形状となる異方性
導電フィルムが硬化してなる。
【００７８】
　このような接続構造体によれば、予め分級された導電粒子を含む異方性導電フィルムを
用いて接着した場合と同様に、優れた導通性を得ることができる。
【００７９】
　なお、本技術は、上述した接続構造体の製造方法への適用に限らず、ＩＣチップやウェ
ーハーをスタックして多層化する際にも適用することができる。
【００８０】
　＜４．フィラー配置フィルムの製造方法、及びフィラー配置フィルム＞
　上述した異方性導電フィルムの製造方法は、導電粒子に代えて導電粒子と同様なフィラ
ーを使用することにより、フィラーが面視野で配置されるフィラー配置フィルムを製造す
ることができる。
【００８１】
　すなわち、本実施の形態に係るフィラー配置フィルムの製造方法は、複数の開口部を有
する部材上に、複数の粒子径のフィラーを供給し、前記開口部にフィラーを保持させる保
持工程と、開口部に保持されたフィラーを接着フィルムに転写する転写工程とを有し、開
口部に保持されたフィラーの粒子径分布グラフ（Ｘ軸：粒子径［μｍ］、Ｙ軸：粒子個数
）において、最大ピークの粒子径以上の範囲で傾きが実質的に無限大となるグラフ形状と
なる。このように複数の開口部を有する部材を用いてフィラーの分級を行うことにより、
フィラー配置フィルムの製造コストを削減することができる。また、本法は、開口部に供
給されるフィラーの粒子径分布が広くても（ブロードでも）よいことから、粒子径の下限
側を分級したものを使用するなど、性能とコストのバランスを取り易くなる効果が期待で
き、利用可能性の選択肢が増えるという利点がある。
 
【００８２】
　フィラーとしては、フィラー配置フィルムの用途に応じて、無機フィラー、有機フィラ
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ーのいずれか一方、又は両者を用いることができる。無機フィラーとしては、例えば、シ
リカ、炭酸カルシウム、タルク、硫酸バリウム、水酸化アルミニウム、酸化アルミニウム
、水酸化マグネシウム、酸化マグネシウム、酸化チタン、酸化亜鉛、酸化鉄、マイカなど
が挙げられる。また、有機フィラーとしては、例えば、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ポ
リブタジエン樹脂などの公知の樹脂フィラーやゴム粒子などが挙げられる。
【００８３】
　例えば、フィラー配置フィルムをギャップスペーサーとして用いる場合、フィラーとし
ては、シリカ、炭酸カルシウムもしくは公知の樹脂フィラーやゴム粒子などが挙げられ、
フィラー配置フィルムは、フィラーの粒子径が揃っているため、優れたギャップスペーサ
ーとして機能する。また、例えば、フィラー配置フィルムを光拡散、つや消し、光沢など
の光学部材として用いる場合、フィラーとしては、酸化チタン、酸化亜鉛、酸化鉄もしく
は公知の樹脂フィラーなどが挙げられ、フィラー配置フィルムは、フィラーが面視野で所
定位置に配置されるため、優れた光学性能を得ることができる。また、例えば、フィラー
配置フィルムを意匠部材として用いる場合、フィラーとしては、着色フィラー（無機物、
有機物を問わない）が挙げられ、フィラー配置フィルムは、フィラーが面視野で所定位置
に配置されるため、優れた意匠性を得ることができる。
【００８４】
　複数の開口部を有する部材、及び接着フィルムは、上述した異方性導電フィルムの製造
方法で説明したものと同様であるため、ここでは説明を省略する。
【００８５】
　本実施の形態に係るフィラー配置フィルムは、フィルム状に形成された絶縁性バインダ
ーと、絶縁性バインダーに面視野で配置される複数のフィラーとを備え、フィラーの粒子
径分布グラフ（Ｘ軸：粒子径［μｍ］、Ｙ軸：粒子個数）において、最大ピークの粒子径
以上の範囲で傾きが実質的に無限大となるグラフ形状となる。フィラー配置フィルムは、
フィラーの粒子径分布において、大きい粒子径のものがカットされて面視野で配置されて
いるため、例えば、導電粒子として公知の異方性導電フィルムの使用方法以外に導通部材
として用いる用途や、ギャップスペーサー、光学部材、意匠部材などとすることができる
。
【実施例】
【００８６】
　＜５．実施例＞
　以下、本技術の実施例について説明する。本実施例では、所定の比率（個数換算）で混
合された導電粒子を、開口配列パターンが形成された樹脂型に供給して開口に導電粒子を
保持させ、開口に保持された導電粒子を接着フィルムに転写することにより異方性導電フ
ィルムを作製した。そして、異方性導電フィルムの分級評価を行った。また、異方性導電
フィルムを用いて接続構造体を作製し、接続構造体の導通性評価、補足性評価、及びショ
ート評価を行った。なお、本技術は、これらの実施例に限定されるものではない。例えば
、導電粒子に代えて樹脂粒子を使用したフィラー配置フィルムの製造方法およびフィラー
配置フィルムの実施例についても、異方性導電フィルムの分級評価の結果と同様の効果が
得られる。
【００８７】
　［異方性導電フィルムの作製］
　（樹脂型の作製）
　３μｍの導電粒子が平面視において正方格子配列で格子軸と異方性導電フィルムの短手
方向とのなす角度θが１５°となり、粒子間距離が導電粒子の粒子径の２倍と等しくなり
、導電粒子の個数密度が２８０００個／ｍｍ２となるように、上記配列パターンに則った
凸部を有する金型を作製した。金型の凸部は３．３μｍ×３．３μｍの正方形であり、こ
の中心点におけるピッチが平均導電粒子径３μｍの２倍となる６μｍとした。また、凸部
の高さ（即ち、開口の深さ）は３．５μｍとした。この金型に、公知の透明性樹脂のペレ
ットを溶融させた状態で流し込み、冷やして固めることで、開口配列パターンが形成され
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た樹脂型を形成した。得られた樹脂型の開口の深さは凸部の高さとほぼ同じであった。
【００８８】
　（絶縁性樹脂層Ａ及び絶縁性樹脂層Ａの作製）
　下記配合の樹脂組成物Ａをバーコーターでフィルム厚さ５０μｍのＰＥＴフィルム上に
塗布し、８０℃のオーブンにて５分間乾燥させ、ＰＥＴフィルム上に厚さ４μｍの絶縁性
樹脂層Ａを形成した。
【００８９】
　樹脂組成物Ａ（絶縁性樹脂層Ａ）
　フェノキシ樹脂（ＹＰ－５０、新日鉄住金化学（株））：３０質量部、エポキシ樹脂（
ｊＥＲ８２８、三菱化学（株））：４０質量部、カチオン硬化剤（ＳＩ－６０Ｌ、三新化
学工業（株））：２質量部、フィラー（アエロジルＲＸ３００、日本アエロジル（株））
：３０質量部
【００９０】
　下記配合の樹脂組成物Ｂをバーコーターでフィルム厚さ５０μｍのＰＥＴフィルム上に
塗布し、８０℃のオーブンにて５分間乾燥させ、ＰＥＴフィルム上に厚さ１４μｍの絶縁
性樹脂層Ｂを形成した。
【００９１】
　樹脂組成物Ｂ（絶縁性樹脂層Ｂ）
　フェノキシ樹脂（ＹＰ－５０、新日鉄住金化学（株））：３０質量部、フェノキシ樹脂
（ＦＸ－３１６ＡＴＭ５５、新日鉄住金化学（株））：３０質量部、エポキシ樹脂（ｊＥ
Ｒ８２８、三菱化学（株））：４０質量部、カチオン硬化剤（ＳＩ－６０Ｌ、三新化学工
業（株））：２質量部
【００９２】
　（２層型異方性導電フィルムの作製）
　導電粒子として、３μｍの金属被覆樹脂粒子(積水化学工業(株)、ＡＵＬ７０３、平均
粒子径３μｍ、以下「３μｍ径粒子」と記す)と、５μｍの金属被覆樹脂粒子(積水化学工
業(株)、ＡＵＬ７０５、平均粒子径５μｍ、以下「５μｍ径粒子」と記す)とを準備した
。
【００９３】
　３μｍ径粒子が個数換算で８０％、５μｍ径粒子が２０％となるように容器に秤量し、
十分に混合し、導電粒子Ａを得た。混合の確認は、混合物を少量抜き取り、接着フィルム
状に散布して金属顕微鏡で観察した。なお、３～１０回これを繰り返し混合状態が均一で
あることを確認した。
【００９４】
　導電粒子Ａを開口配列パターンが形成された樹脂型の凹みに充填し、その上に上述の絶
縁性樹脂層Ａを被せ、６０℃、０．５ＭＰａで押圧することで、導電粒子Ａを絶縁樹脂層
貼着させた。そして、樹脂型から絶縁性樹脂層Ａを剥離し、絶縁性樹脂層Ａ上の導電粒子
を加圧（押圧条件：６０～７０℃、０．５Ｍｐａ）することで、導電粒子Ａを絶縁性樹脂
層Ａに押し込み、導電粒子含有層を作製した。この導電粒子含有層の導電粒子Ａが存在す
る面側に、絶縁性樹脂層Ｂからなる導電粒子非含有層を６０℃、０．５ＭＰａの条件で積
層することで、厚さ１８μｍの異方性導電フィルムＡを作製した。
【００９５】
　３μｍ径粒子が個数換算で７５％、５μｍ径粒子が２５％となるように混合された導電
粒子Ｂ、３μｍ径粒子が個数換算で５０％、５μｍ径粒子が５０％となるように混合され
た導電粒子Ｃ、３μｍ径粒子が個数換算で４０％、５μｍ径粒子が６０％となるように混
合された導電粒子Ｄ、３μｍ径粒子が個数換算で１００％となる導電粒子Ｅについても、
上述と同様に異方性導電フィルムＢ～Ｅを作製した。
【００９６】
　［異方性導電フィルムの分級評価］
　異方性導電フィルムＡ～Ｅの導電粒子含有層のフィルム面を金属顕微鏡により観察する
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ことで、配列における粒子抜けを評価した。異方性導電フィルムＡ～Ｅの観察は、フィル
ム長手方向に５０μｍ、フィルム幅方向に２００μｍの面積を、連続しない１０箇所で行
い、これを５箇所で繰り返し、合計５ｍｍ２の面積を行った。
【００９７】
　その結果、異方性導電フィルムＡ～Ｄは、使用した導電粒子の３μｍ径粒子の個数比率
が低いほど、配列に粒子抜けがあったが、後述するように３μｍ径粒子のみを使用した異
方性導電フィルムＥと同様の性能を示し、実用上問題ない範囲であった。
【００９８】
　また、異方性導電フィルムＡ～Ｅにおける導電粒子含有層の導電粒子の粒子径分布を、
粒度分布測定装置（ＦＰＩＡ－３０００（マルバーン社））を用いて測定した。
【００９９】
　その結果、異方性導電フィルムＡ～Ｅの導電粒子の全ての粒子径分布は、約３μｍで傾
きが実質的に無限大となるグラフ形状となり、最大ピークは、３μｍより小さかった。す
なわち、グラフ形状は、約３μｍの粒子径においてＹ軸と並行な直線に近似していた。ま
た、異方性導電フィルムＡ～Ｅの全てにおいて、導電粒子が平均粒子径の±３０％の範囲
に全粒子数の９０％以上が存在していることが確認できた。尚、厳密には３μｍより大き
い導電粒子の存在により、Ｘ軸が３μｍから３．３μｍの間におけるＹ軸の値がゼロに近
い部分（Ｘ＝３～３．３で、Ｙ＝０よりも僅かだけ正の値側の部分）のグラフ形状は、図
４に示されるようなわずかばかりだけショルダーのある形状となった。
【０１００】
　［接続構造体の導通性評価］
　異方性導電フィルムＡ～Ｅを導通性評価用ＩＣとガラス基板との間に挟み、加熱加圧（
１８０℃、６０ＭＰａ、５秒）して導通性評価用の接続構造体を作製した。そして、各接
続構造体の導通抵抗を、接続後の初期、及び、温度８５℃、湿度８５％ＲＨの恒温槽に５
００時間静置した信頼性試験後に測定した。
【０１０１】
　その結果、異方性導電フィルムＡ～Ｅを用いた接続構造体の全てにおいて、初期の導通
抵抗が０．５Ω未満、信頼性試験後の導通抵抗が５Ω未満であった。すなわち、異方性導
電フィルムＡ～Ｄは、３μｍ径粒子のみを使用した異方性導電フィルムＥと同様の性能を
示し、実用上問題ないことが分かった。
【０１０２】
　導通性評価用ＩＣ：
　外形　１．８×２０．０ｍｍ
　厚み　０．５ｍｍ
　バンプ仕様　サイズ３０×８５μｍ、バンプ間距離５０μｍ、バンプ高さ１５μｍ
　ガラス基板（ＩＴＯ配線）：
　ガラス材質　コーニング社製１７３７Ｆ
　外径　３０×５０ｍｍ
　厚み　０．５ｍｍ
　電極　ＩＴＯ配線
【０１０３】
　［接続構造体の補足性評価］
　導通性評価用の接続構造体を用いて、導電粒子の捕捉状態について圧痕検査を行った。
その結果、異方性導電フィルムＡ～Ｅの全てにおいて、バンプ１個当たり少なくとも３個
以上の導電粒子が、各々独立した圧痕となっていることが確認できた。また、捕捉数につ
いては、３μｍ径粒子の混合比率が高いほど補足数が多い傾向となり、３μｍ径のみを使
用した異方性導電フィルムＥが最も捕捉数が多かった。
【０１０４】
　［接続構造体のショート評価］
　導通性評価用の各接続構造体について、バンプ間１００個においてショートしているチ
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接続構造体の全てにおいて、ショートしているものはなかった。
【０１０５】
　また、異方性導電フィルムＡ～Ｅをショート発生率評価用ＩＣと該評価用ＩＣに対応し
たパターンのガラス基板との間に挟み、加熱加圧（１８０℃、６０ＭＰａ、５秒）して導
通性評価用の接続構造体を作製した。そして、バンプ間においてショートしているチャン
ネル数をショート数とし、「ショートの発生数／７．５μｍスペース総数」で算出される
ショート発生率を求めた。
【０１０６】
　その結果、異方性導電フィルムＡ～Ｅを用いた接続構造体の全てにおいて、ショート発
生率は５０ｐｐｍ未満であった。なお、ショート発生率が５０ｐｐｍ未満であれば実用上
問題はない。
【０１０７】
　ショート発生率評価用ＩＣ（櫛歯ＴＥＧ（Test Element Group））
　外形　１．５×１３ｍｍ
　厚み　０．５ｍｍ
　バンプ仕様　金メッキ、高さ１５μｍ、サイズ２５×１４０μｍ、バンプ間距離７．５
μｍ
【０１０８】
　［総合評価］
　異方性導電フィルムの分級評価、接続構造体の導通性評価、補足性評価、及びショート
評価のいずれにおいても、本技術を適用させた異方性導電フィルムＡ～Ｄは、３μｍ径粒
子のみを使用した異方性導電フィルムＥと同等であり、実用上問題ないことが分かった。
すなわち、本技術を適用することにより、粒子径分布がブロードな導電粒子を使用するこ
とができ、製造コストを削減することができる。また、異方性導電フィルムの分級評価の
結果から、フィラー配置フィルムでも同様の効果が得られることが分かる。
【０１０９】
　なお、上述した実施例では、大きな粒子径の導電粒子を除去することとしたが、小さな
粒子径の導電粒子を公知の手法で予め除去するようにしてもよい。小さな粒子径の導電粒
子を除去する方法としては、例えば、液体中の導電粒子に０．２～４０μｍの振幅を有す
る振動を与え、短径の標準偏差が１０％以下の篩により行う湿式分級方法などが挙げられ
る。
【符号の説明】
【０１１０】
１０　部材、２０　導電粒子、３０　接着フィルム、４０　剥離フィルム、５０　第１の
電子部品、５１　第１の端子列、６０　異方性導電フィルム、６１　導電粒子、７０　第
２の電子部品、７１　第２の端子列、８０　圧着ツール
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